
令和６年９月３０日 

茨城県労働委員会事務局 

【報道関係者各位】 

 

職場のトラブルでお困りの方の「労働相談会」を開催します 

 

茨城県労働委員会では、労働者と使用者との間で労働関係のトラブルが起きたときに、労働問題の

専門家である労働委員会の委員が、双方の間に入って話合いを進め、問題解決のお手伝いをする「個

別的労使紛争のあっせん」を行っています。 

また、全国の労働委員会では、毎年 10 月を「個別労働紛争処理制度」周知月間として、集中的な

周知・広報活動を実施しています。今回、茨城県労働委員会では、賃金、解雇、パワハラなど職場の

トラブルでお困りの労働者及び使用者の方を対象に、労働委員会の委員が直接相談に応じる労働相談

会を開催します。 

なお、労働委員会で行う相談や手続きなどの費用は、全て無料です。 

 

●日時・会場 

第１回 １０月９日(水) 14:00～17:00 

県庁茨城県労働委員会事務局 

（水戸市笠原町978－6） 
第２回 １０月１７日(木) 17:00～19:00 

第３回 １０月２５日(金) 14:00～17:00 

  ※面談または電話により相談を行います。 

 

●相談員 

茨城県労働委員会委員（弁護士、労働組合役員、会社役員等） 

 

●申込方法  

相談日前日までに電話でご予約ください。 

 

●ご予約・お問い合わせ先 

 茨城県労働委員会事務局（電話０２９－３０１－５５６３） 

 受付時間 8:30～17:15（土・日・祝日を除く）  

 

※個別的労使紛争とは、労働者個人と使用者との間で生じた紛争をいいます。一方、労働組合と使用

者との間で生じた紛争を集団的労使紛争といいます。 

 

※あっせんとは、労働者と使用者との間に生じた労働関係に関する紛争について、公益代表（弁護士や大

学教授など）、労働者代表（労働組合の役員など）、使用者代表（会社役員など）の三者で構成するあ

っせん員が、当事者間を仲介し、話合いによる紛争の解決を支援することです。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

茨城県労働委員会事務局 総務調整課  担当：諏訪 

TEL：029－301－5563（直通） FAX：029－301－5579 






